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高知県特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則新旧対照表

改正後 改正前

○高知県特定非営利活動促進法施行細則 ○高知県特定非営利活動促進法施行細則

平成10年10月20日規則第114号 平成10年10月20日規則第114号

（縦覧等の場所） （縦覧等の場所）

第３条 条例第３条第２項、第13条第１項及び第28条第１項の規則で定める

場所は、高知県文化生活スポーツ部県民生活課内に設置する。

第３条 条例第３条第２項、第13条第１項及び第28条第１項の規則で定める

場所は、高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課内に設置す

る。


